　国土緑化運動・育樹運動標語募集要領（愛知県内版）

１　趣旨

　　　国土緑化運動の一環として、植樹及び森林・樹木の保護・育成の助長並びに一般国民の緑化思想の高揚を図るため、緑化に関するポスター等に使用する標語を募集する。

２　標語の内容

（1） 　簡潔で語調がよく、国土緑化の意を表し、植樹及び森林・樹木の保護・育成または環境緑化意欲の高揚を強調したものであること。

（2） 　創作に限ること。

３　応募資格

　　　制限はしない。

４　応募要領

（1） 　愛知県緑化推進委員会が、優秀作品１０点以内を選出して提出する。
（国土緑化運動標語、育樹運動標語に区分して応募する必要はない。）

（2） 　応募作品には、氏名、職業（又は学校名、学年）を明記のこと。

５　審査及び表彰

（1） 　審査は、国土緑化推進機構が委嘱した審査員及び当機構理事若干名で構成する審査会において行うものとする。

（2） 　応募作品の中から、国土緑化運動標語、育樹運動標語ごとに特選（各１名）及び入選（若干名）を選定する。

（3） 　入賞者（特選及び入選）には、国土緑化推進機構理事長賞（賞状及び副賞）を贈呈する。

６　その他

（1） 　入賞作品の著作権は国土緑化推進機構に帰属する。

（2） 　国土緑化運動及び育樹運動ポスターに使用する作品については、必要に応じ一部修正を加えることがある。

標語の提出先

１　各学校より直接県の機関に提出する場合
	学　校　の　所　在　地
	提　　出　　先（県の機関）

	名古屋市
	農林水産部　農林基盤担当局　森林保全課

〒460-8501（郵送の場合住所記載不要）

名古屋市中区三の丸三丁目１－２　

県西庁舎四階

	一宮市、瀬戸市、春日井市、犬山市、

江南市、北名古屋市、清須市、小牧市、稲沢市、尾張旭市、岩倉市、豊明市、

日進市、愛知郡、西春日井郡、丹羽郡
	尾張農林水産事務所　林務課

〒460-0001　名古屋市中区三の丸２－６－１

三の丸庁舎内

	津島市、愛西市、弥富市、あま市、

海部郡
	海部農林水産事務所　農政課

〒496-8532　津島市西柳原町１－１４

　　　　　　海部総合庁舎内

	半田市、常滑市、東海市、大府市、

知多市、知多郡
	知多農林水産事務所　林務課

〒475-0903　半田市出口町１－３６

知多総合庁舎内

	岡崎市、碧南市、刈谷市、安城市、

西尾市、知立市、高浜市、額田郡
	西三河農林水産事務所　林務課

〒444-0860　岡崎市明大寺本町１－４

　　　　　　西三河総合庁舎内

	豊田市、みよし市
	豊田加茂農林水産事務所　林務課

〒471-8566　豊田市元城町４丁目４５番地

豊田加茂総合庁舎内

	北設楽郡
	新城設楽農林水産事務所　林業振興課

〒441-2301　北設楽郡設楽町田口字小貝津
６－２

	新城市
	新城設楽農林水産事務所　新城林務課

〒441-1365　新城市字石名号２０－１
　　　　　　新城農林業振興センター内

	豊橋市、豊川市、蒲郡市、田原市
	東三河農林水産事務所　林務課

〒440-0806　豊橋市八町通５丁目４番地
　　　　　　　東三河総合庁舎内


２　愛知県内の一般応募者の提出先
　　　　愛知県西庁舎四階　農林水産部森林保全課　緑化・整備推進グループ

〒460-8501（郵送の場合住所記載不要）

名古屋市中区三の丸三丁目１－２
農林水産部　農林基盤担当局　森林保全課

電話　０５２－９５４－６４５３
